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第三期市町村子ども・子育て支援事業計画の代用計画の策定について 

 

１. 計画の概要 

 

  市町村子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て支援法第６１条の規定により、

「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに提供体制の確保の内

容及び実施時期」などについて定めるもので、町では、令和７年から令和１１年までの

５年間を計画期間とする第３期寒川町子ども・子育て支援事業計画（以下「第３期計画」

という。）を定めている。 

 

２. 代用計画を策定する理由 

 

  改正後の子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）が令和８年４月１日に施行

され、乳児等のための支援給付（「３. 乳児等のための支援給付の概要」参照）が始ま

る。それに伴って「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並び

に子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支

援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（平成 26年内閣府告示第 159号）

が改正され、次の事項が市町村子ども・子育て支援事業計画の必須記載事項とされるた

め、これらを第３期計画に設定する必要があるが、令和７年９月１６日付け国事務連絡

において、計画変更の代替措置として代用計画の策定も可能とされたことから、現在、

計画期間の第１年度であること、令和９年度に中間見直しによる計画変更を行うことが

見込まれることを踏まえて代用計画を策定することとした。 

  なお、中間見直しにおいては、実施状況を踏まえながら、代用計画の内容を第３期計

画に設定する変更も行う予定である。 

 

● 乳児等通園支援（こども誰でも通園制度の子ども・子育て支援法上の事業名）の量

の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期 

● 乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制に関する事項 

 

３. 乳児等のための支援給付の概要 

 

保育所等に通っていない６か月から満３歳児未満のこどもが、月一定時間までの利用

可能枠の中で、保育の要件の有無に関わらず、保育所や幼稚園等を利用することができ

るという乳児等通園支援が新たな給付として全国の自治体において実施される。 

 



 

 

４. 代用計画の内容について 

 

  代用計画においては、次の事項を定めている。 

● 令和８年度から令和１１年度までの各年度に係る乳児等通園支援の量の見込み並び

に提供体制の確保の内容及びその実施時期 

● 乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制に関する事項 

 

５. スケジュール 

 

１１月２７日 子ども・子育て会議（第２回）で代用計画策定について審議 

１２月２日 文教福祉常任委員会協議会へ代用計画策定について報告 

令和８年１月中 県との法定協議（令和８年２月６日期限） 

 






